
京都府京都市右京区太秦下刑部町7番地

別記
第 1号様式 (第H条 、第13条、第14条関係)

2卒υ

事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 《延憂》
・変 更)

て は 、

京都相互タクシー株式会社 代 表取締役 小野幸親

V

J:1該 J4する□には レ ■]を記入してください。竹定事業イ以タトで出i参 加さ,1る事業イの方は レ Flの記入は不要でする

2 rttll年度Jと は言I Ыlllい,のおを力:度を  「H球年度Jと は計山抑〕‖1の取惚午ltをいいます。

3 '4「栄,rl$り巾‖匹分Jと は 水 椰 ll内の事業所部の事来vf IJのためのエネルギーの世力〕に仲いク11:する格l生効米ガスを 「輪進JF両〕‖“I分Jと

は 白 助■I嵯 事業者については1/川の水4処のll置をA ttlll内とするHi価のfl」1するtl出効果ガスを 鉄 通事米者については保行する■物Ⅲ",Xは

旅客ⅢⅢⅢのりH'するⅢlを効,こガスを、 「そのltll l〕き//1Jとは L記 以外の方(抑Ⅲ ll内における事業,ア等の事業Ⅲlllに伴い分1す る iヽ生効火ガスをい

います。
4 '4侃 事項Jに は 平 成21:度 (1990イ い渡)を ネ牛としたll:ⅢⅢ Ⅲlの対比やエネルギー源JtttC02りHI世 行 エネ製品)J究などlL材のrl「と効火ガ

スリトⅢl削減への京は グ リーン刊逆の採Лl 特定フロンなどの茶1//!i定外の11と効火ガスのいいこなどを記入してください.

特定事業者の

主たる業種

般乗用旅客自動車運送事業

該当する事業

者要件
露 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算

して上500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又

はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第 4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事
業者 (二酸化炭素に換算して3000ト ン以上))

彫

厘

計 画 期 間 平成 18 年 4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針 エネルギー消費効率の改善、廃菜物排出量の削減、社員全員の地球温暖化に対する意識の向上を図り、 2%

以上のC02排 出量の削減を目指す。

推 進 体 制 取締役を本部長とし地球温暖化対策の管理と実施計画の策定、前年及び前月対比を行いC02の 削減状況を
掌握し結果を出す。

年度ことの具
体的な取紅及
び措置

18～19 事務所及び草庫 獣光灯のSWを 改善し自動消灯にする。冷援房における遺正な温度親埴を行い電力使用量をltl波する。

営業車 沈革中及J41Af付 機時 (駅札内)に おけるエンジンの作上を行いC02を 2%削 減する。

18～19 自家用草 社員の白家加車週勘を是正し、公共輸送機関を利用する。

1 9 営業車 ジャンポタクシーをハイブリット■に代密

温室効果/Jス
の排出量等 排出区分

基準年度 (実績)
16年度

(二酸化炭策強算 (t))

日襟年度 (計画,
19年度

(二酸化炭来換算 〈t))

削減 率

(計画 )
(%)

A事 業所等排出区分 141 t 139  t -14 %

B輸 送車両排出区分 3 1 t 3,286  t -20 %

Cそ の他排出区分 t t %

排出合計 J                3、494  t 2              3.425 t -2 0 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温宣効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
ヨ標年度 (計画)

(二酸化炭来狼算 (t

森林の保全及び整備 (整備面和) (政lR五) t

室の木材の利用 〈利用最〕 m〕 (高J法畳) t

自然エネルギーを利用 した電

力又は熱の供給

〈売亀玉) kwh 〈削減i) t

〈熱ut綺曇) (肖J減最) t

グリーン電力の購入 〈Hj入こ) kwh (HJ減曇) t

削減量等合計 t

差 引排出量

〈排出合計―削減等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

オ 〕 3 494  t Ⅲ2)'(13)          3,425  t -20 %
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